
新たな森林管理システムについて

林野庁 四国森林管理局

～新たな森林管理システムの導入の背景と狙い～
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■ 国土面積と森林面積の内訳

■ 人工林の樹種別面積

資料：林野庁「森林資源の現況」（平成24年3月31日現在）

■ 人工林の齢級別面積

■ 森林蓄積の推移

蓄
積

（１）森林の状況

人工林

1,029万ha

(41%)
その他

天然林等

1,479万ha

(59%)

カラマツ

100万ha 

(10%)

ヒノキ

スギ

448万ha

(44%)

森林面積 人工林樹種別面積 資料：林野庁「森林資源の現況」（平成24年3月31日現在）
注１：齢級（人工林）は、林齢を５年の幅でくくった単位。苗木を植栽した年を１年生として、1～5年生を「１齢級」と数える。
注２：森林法第5条及び第7条2に基づく森林計画の対象となる森林の面積。

○ 我が国は世界有数の森林国。森林面積は国土面積の３分の２にあたる約2,500万ha（人工林は約1,000万ha）。

○ 森林資源は人工林を中心に蓄積が毎年約１億m³増加し、現在は約49億m³。

○ 人工林の半数以上が11齢級以上の本格的な利用期を迎えつつあり、資源を有効活用すると同時に、計画的に再造成することが必要。
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１ 森林の現状と課題

(齢級)

資料：林野庁「森林資源の現況」（各年の3月31日現在の数値）
注 ：総数と内訳の計の不一致は、単位未満の四捨五入による。

（億m3)

（年）

このまま推移した場合、
2020年度末には

約５割に達する見込み
260万ha

(25%)

221万ha
(21%)

（万ha）

資料：国土交通省「平成28年度土地に関する動向」
（国土面積は平成27年の数値）

注：林野庁「森林資源の現況」とは森林面積の調査
手法及び時点が異なる。

1,449 

(58%)
767

(31%)

292

(12%)

森林面積
2,508万ha

私有林国有林

公有林

資料：林野庁「森林資源の現況」
（平成24年3月31日現在）

2,505

（66％）
450

（12％）

193

632
（17％）

(単位：万ha)

国土面積
3,780万ha

森林農地

宅地

その他

(5%)

半世紀で
約2.6倍に増加

＋

(単位：万ha)
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四国は面積の約４分の３を有する森林大国

国有林
767(31%)

公有林
292(12%)

私有林
1,449(58%)

民有林
1,741(69%)

■我が国の国公私別の森林面積

(単位：万ha）

注１：平成24年(2012)年3月31日
現在の数値。

２：計の不一致は四捨五入による。
資料：林野庁「森林資源の現況」

四国の
国土面積
188万ha

その他
48万ha

民有林
122万ha

国有林
18万ha

徳島県
1.6万ha

香川県
0.8万ha

愛媛県
3.7万ha

高知県
12.1万ha

■四国の森林面積

資料：平成24年 森林資源現況調査

四国の
国有林面積
18万ha

■四国４県の森林の概要
森林面積
（万ha）

森林率
（％）

森林蓄積
（千ｍ3）

徳島県 31.4 76 1.6 (5%) 91,325

香川県 8.8 47 0.8 (9%) 6,308

愛媛県 40.1 71 3.7 (9%) 106,382

高知県 59.7
84

（全国１位）
12.1 (20%) 179,912

四国計 139.9 74 18.3 (13%) 383,297

全　国 2,508.1 67 758.4 (30%) 4,900,511

国有林面積
（万ha）

■四国の国有林
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四国の伐期に達した人工林は約７割
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(齢級)

(千ｈａ)
四国の人工林齢級別面積（平成24年3月31日現在）

伐期の人工林
面積ベースで約６割
蓄積ベースで約７割

現状のまま10年間
推移した場合

面積ベースで約８割
蓄積ベースで約９割

四国の人工林齢級別面積（平成24年3月31日現在）

注：齢級とは、森林の林齢を5年の幅でくくった単位。人工林は苗木を植栽した年を1年生とし、1～5年生を「１齢級」、6～10年生を「２齢級」と数える。
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○ 水源涵養
・洪水緩和 【6兆4,686億円】
・水資源貯留 【8兆7,407億円】
・水質浄化 【14兆6,361億円】 等

○ 森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、木材等の林産物供給などの多面的機能を有し

ており、その発揮を通じて国民生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」。

○ 国民が森林に期待する働きは、災害防止、温暖化防止、水資源の涵養などといった公益的機能が上位。近年、木材生産機能

にも再び注目。
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○ 土砂災害防止／土壌保全

・表面侵食防止 【28兆2,565億円】

・表層崩壊防止 【 8兆4,421億円】 等

資料：総理府「森林・林業に関する世論調査」（昭和55年）、「みどりと木に関する世論調査」（昭和61年）、
「森林とみどりに関する世論調査」（平成5年）、「森林と生活に関する世論調査」（平成11年）、

内閣府「森林と生活に関する世論調査」（平成15年、平成19年、平成23年）、
農林水産省「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」（平成27年）

注１：回答は、選択肢の中から３つまでを選ぶ複数回答。
注２：選択肢は、特にない、わからない、その他を除いて記載。

温暖化防止

災害防止

水資源の

涵養

大気浄化・
騒音緩和

保健休養

木材生産

野生動植物
生息の場

野外教育

林産物生産

■ 国民の森林に期待する働き

（２）森林の多面的機能

■ 森林の有する多面的機能

○ 生物多様性保全
・遺伝子保全
・生物種保全
・生態系保全

○ 地球環境保全
・二酸化炭素吸収 【1兆2,391億円】
・化石燃料代替エネルギー【2,261億円】
・地球の気候の安定

CO2 O2

○ 物質生産
・木材（建築材、燃料材等）

・食料（きのこ、山菜等） 等

【森林の国土保全機能】
（流出土砂量の比較）

荒廃地 森林耕地

浸透能
（mm/1時間）

裸地 草地 森林

258
79 128

※資料：村井宏・岩崎勇作
「林地の水及び土壌保全機
能に関する研究」（1975）

資料：日本学術会議答申 「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的機能の評価について」及び同関連付属資料（平成13年11月）
注 ：【 】内の金額は、森林の多面的機能のうち、物理的な機能を中心に貨幣評価が可能な一部の機能について評価（年間）したもの。

いずれの評価方法も、一定の仮定の範囲においての数字であり、その適用に当たっては注意が必要。

○ 保健・レクリエーション
・保養 【2兆2,546億円】

・行楽、スポーツ、療養

○ 快適環境形成
・気候緩和
・大気浄化
・快適生活環境形成

かん

○ 文化
・景観・風致
・学習・教育
・芸術

・宗教・祭礼
・伝統文化
・地域の多様性維持

【森林の水源涵養機能】
（水資源貯留機能の比較）

かん

かん

かん

かん

順位

森林の多面的機能は、一部の貨幣評価できるものだけでも年間70兆円
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■ 多様で健全な森林への誘導

育成複層林
680万ha

天然生林
1,380万ha

育成単層林
1,030万ha

林地生産力が低く、急傾斜で、車道から
の距離が遠いなど社会的条件も悪い人
工林は、モザイク施業や広葉樹導入等
により針広混交の育成複層林に誘導。

○ 森林の機能とその機能を発揮する上で望ましい森林の姿を目指し整備・保全を進める必要。

○ 傾斜等の自然条件や車道からの距離が近い等の社会的条件も良い森林（育成単層林）で先行的に路網を整備するほか、

主伐後の植栽による確実な更新により循環利用を図る。

○ 自然条件や社会的条件が不利な森林については、モザイク施業等により育成複層林へと効率的に誘導するほか、原生的な

天然生林は適切に保全するとともに、山村等の集落周辺に存する里山林は保全管理及び利用を推進。

（３）望ましい森林の姿

Before After

防災・減災のため、
国土保全を推進。

育成複層林
100万ha

天然生林
1,170万ha

育成単層林
660万ha

利用

適切な
間伐の実施

公益的機能を持続
的に発揮し、将来の
森林管理コストの低
減にも寄与

主に自然散布の種子
の発芽・生育により成
立・維持

樹齢・樹高が複数の
森林として人為により
成立・維持

育成単層林

樹齢・樹高が単一の
森林として人為により
成立・維持

多様で健全な
森林へ誘導

育成複層林

育成

伐採植栽

原生的な森林生態系や
稀少な生物が生育・生息
する森林等は、適切に保
全を行う。

林地生産力が高く、傾斜が緩やかで、
車道からの距離が近いなど社会的条
件も良い人工林は、確実に更新して育
成単層林を維持。

注１：林地生産力は、樹木の平均成長量を基に、
高（８㎥以上/年 以上）、中（５～８㎥/年）、低（５㎥/年 未満）と区分。

注２：傾斜は、作業システムへの対応や土壌保全等の公益的機能発揮の観点から、
急（３０度以上）、中（１５～３０度）、緩（１５度未満）と区分。

天然生林
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○ 森林の多面的機能を発揮させるためには、植栽、下刈り、間伐等によって健全な森林を育てる「森林整備」が必要。
地球温暖化防止に向けた森林吸収源対策として年平均52万haの間伐等の実施を目標に設定。

○ 利用期を迎えた森林が増加しており、主伐後に再造林を行うことにより、多面的機能を持続的に発揮させつつ森林資源の
循環利用を推進することが必要。また、このためには苗木の安定供給が重要。

○ 再造林に向けては、造林コストの低減のため、伐採と造林の一貫作業システムの導入などを進めるとともに、コンテナ苗等
の生産体制の構築が重要。

○ このほか、花粉発生源対策として、スギ人工林等を花粉の少ない森林へ転換する取組を推進。

（４）森林整備の意義

苗木を植え付け
る。植え付けた木
を植栽木という。

植栽

植栽木の成長を妨げる
雑木や形質の悪い植栽
木を取り除く。

除伐

樹木の成長に応じて、

一部の植栽木を伐採し、
立木密度を調整する。

間伐

伐採し、木材として
利用する。

主伐

３ 回程度

森林の適切な更新
伐採後に再び苗木を植えること
で、森林が適切に更新される。

植栽木に日光が当た
るよう、雑草木や灌
木を刈り払う。

下刈り

（林齢）1 5 10 50 100～

■ 間伐の重要性

残存木の成長や根の発達が促され、風雪害
に強い森林に

林内の光環境が改善し、下層植生が
繁茂することで、表土の流出を防ぐ

様々な動植物の生息・生育が可能になり、
種の多様性が向上
病虫害に対する抵抗性が向上
国際ルール上、森林吸収源として算入可能

優良種苗の安定供給に向けての
取組を推進
コンテナ苗の生産性の向上と
供給拡大を推進

◇ 苗木生産体制の構築◇ 造林コストの低減

注：H29標準単価より作成
スギ3000本/ha植栽、下刈５回、除伐２回、
保育間伐１回、搬出間伐（50～60m3/ha）１回

■ 再造林の推進

約７割が初期費用

低コスト化に向けて
一貫作業システムの
導入・普及が必要

（右軸）

資料：林野庁業務資料

（万本） （万本）

■ 森林整備(イメージ) 

（年度）

間伐が遅れた人工林のイメージ

適切に管理された人工林のイメージ

保育間伐・
間伐

57万円

除伐
31万円

下刈
75万円

植付
26万円

苗木代
35万円

地拵え
30万円
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○ 国土保全、水源涵養などの公益的機能の発揮が特に要請される森林は「保安林」に指定し、伐採の制限や転用規制等により
保全・整備。水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備など全17種類、約1,200万ha。

○ 豪雨・地震等による激甚な山地災害が頻発している現状を踏まえ、特に、事前防災・減災対策としての「治山事業」により治山
施設の設置や機能が低下した保安林の整備を推進。公益的機能を適切に発揮させ、地域の安全・安心を確保。

○ 近年、シカ等野生鳥獣による森林被害は深刻な状況。「個体群管理」「被害の防除」等の総合的対策が重要。

○山崩れ等により荒廃した森林の再生や、これら災害の予防等
を通じて地域の安全性を向上

■ 保安林の種類と面積

（５）森林保全の対策

■ 治山事業による安全・安心の確保(単位：千ha)

資料：林野庁治山課調べ（平成29年3月31日現在）
注１：実面積とは、それぞれの種別における指定面積から、上位の種別に兼種

指定された面積を除いた面積を表す。
注２：単位未満四捨五入のため、合計と内訳は必ずしも一致しない。

●水源かん養保安林

森林の河川流量調
節機能等を高度に保
ち、洪水・渇水を緩和
し、各種用水を確保。

○水源地域等で治山施設の設置と荒廃森林の整備を面的に推進

○流木捕捉式治山ダムの設置等の流木対策を推進

かん

■ 主要な野生鳥獣による森林被害

平成28年度の野生鳥獣による森林被害面積は全国で
約7.1千ha。シカによる被害が約8割。

野生鳥獣による被害は、森林所有者の経営意欲を低
下させるとともに、森林の公益的機能の発揮に影響。

資料：林野庁研究指導課調べ （平成28年度）
注１：国有林（林野庁所管）、民有林の合計。
注２：森林および苗畑の被害。

シカの剥皮被害を受けた人工林

食害による裸地化 防護柵による被害防除

防護テープによる被害防除

保安林種別 指定面積 実面積

水源かん養保安林 9,195 9,195

土砂流出防備保安林 2,589 2,529

土砂崩壊防備保安林 60 59

飛砂防備保安林 16 16

防風・水害・潮害・干害・
防雪・防霧保安林

258 230

なだれ防止・落石防止
保安林

22 19

防火保安林 0 0

魚つき保安林 60 27

航行目標保安林 1 0

保健保安林 701 93

風致保安林 28 14

合 計 12,931 12,184

○海岸防災林を保全し、後背地を飛砂害、風害、潮害等から防備

シカ, 5.6

ノネズミ, 0.5 

クマ, 0.6 

カモシカ, 0.3 イノシシ, 0.1 ノウサギ, 0.1 

サル, 0.0 

（千ha）

合計
7.1千ha
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（６）地球温暖化対策と森林

○ 地球温暖化防止には、CO2の排出抑制対策とともに、森林整備等の森林吸収源対策が重要。

○ 2020年度における我が国の森林吸収量の目標（2005年度比2.7%以上）達成のため、2013年度から2020年度の８年間につい
て、年平均52万haの間伐等の森林吸収源対策を推進。

○ 2020年以降は、「パリ協定」に基づき、引き続き森林等の吸収源の保全・強化に取組。我が国は2030年度の温室効果ガス削
減目標26%のうち、2.0%（2013年度比）を森林吸収量で確保する目標。

○ このための安定財源確保について、平成30年度税制改正大綱において、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充て
るため、平成31年度税制改正において、森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）を創設し、平成31年度から譲与を行う
ことが位置づけ。

■パリ協定（2016年11月発効）の概要

○ 2020年以降の国際的な温暖化対策の法的枠組

○ 平均気温上昇を工業化以前より２℃より十分下方に抑制

○ 各国は削減目標を提出し、対策を実施

○ 今世紀後半に人為的な排出と吸収の均衡を達成

○ 森林等の吸収源及び貯蔵庫を保全し、強化する行動を実施

○ 途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減等（REDD＋）の

実施及び支援を奨励

○第２約束期間より新設されたルールにより、伐採木材製品（HWP）の利
用について、炭素貯留機能を評価。（伐採後の木材も、住宅資材など
として使用されている間は炭素を貯蔵しており、焼却等により廃棄さ
れた時点で排出に計上）

○1990年以降に人為活動（｢新規植林｣※１､｢再植林｣※１､｢森林経営｣※２ ）
が行われている森林において吸収されたCO2全てを吸収量としてカウ
ント。

※１：1990年時点で森林でなかった土地に植林
※２：1990年以降に行った間伐等の森林整備

■森林吸収量の計上ルール ■削減目標と森林吸収量

京都議定書
第2約束期間※１

2013～2020年度

パリ協定
約束草案

2021～2030年度

日本の
削減目標

2020年度 3.8%以上
（2005年度比）

2030年度 26.0%
（2013年度比）

森林
吸収量

2020年度 2.7%以上
（2005年度比）

2030年度 2.0％※２

（2013年度比）

※１ 我が国は第2約束期間に参加していないが、カンクン合意に基づき、削減
目標を条約事務局に登録済

※２ 京都議定書第２約束期間の計上ルールに基づき算出
森林整備

○ パリ協定の下での森林吸収量を含む温室効果ガスの排出・吸収量
の計上ルールは、2018年のCOP24で採択予定。

１９９０年
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○ 我が国の林業産出額は、近年は約4,000億円前後で推移。木材生産額と栽培きのこ類生産額はほぼ半々。

○ 木材価格は高度経済成長に伴う需要の増大等の影響により昭和55年にピークを迎えた後、木材需要の低迷や輸入材との

競合等により長期的に下落してきたが、近年はおおむね横ばい。

（１）林業生産の動向

■ 林業産出額の推移

２ 林業の現状と課題

7,861 

9,680 

2,338 2,370 

1,015 

1,762 

2,131 2,220 

9,020 

11,588 

4,570 4,662 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

S50
(1975)

55
(80)

60
(85)

H2
(90)

7
(95)

12
(2000)

17
(05)

22
(10)

27
(15)

その他

栽培きのこ類生産

木材生産

（億円）

（年）

資料：農林水産省「林業産出額」
注１：「その他」は、薪炭生産、林野副産物採取。
注２:平成28年から、「木材生産」に輸出丸太及び「燃料用チップ素材」を追加したことに伴い、輸出丸太は昭和50年まで、

燃料用素材は平成23年まで遡及している。

H14
木材自給率最低

S55
木材価格

ピーク

■ 木材価格の推移

Ｋ

資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材価格」
注１：素材価格は、それぞれの樹種の中丸太（径14～22cm（カラマツは14～28cm）、長さ3.65～4.00m）の価格。
注２：平成25年の調査対象の見直しにより、平成25年の「スギ素材価格」のデータは、前年までのデータと必ずしも連続しない。

S55
木材価格

ピーク

H29

H14
木材自給率最低

ピーク時
の約1/4

ピーク時
の約1/3

資料：農林水産省「木材統計」

樹種別国産材生産量（平成28年）

スギ,
57%

ヒノキ,
12%

カラマツ,
11%

その他,
20%

合計
2,066万m3

66,200 

76,400 

31,500 

18,100 

31,700 

39,600 

14,000 
13,100 

14,500 
19,100 

9,600 
11,900 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

S50
(1975)

S55
（80）

S60
（85）

H2
(90)

H7
(95)

H12
(00)

H17
(05)

H22
（10）

H27
（15）

ヒノキ中丸太 スギ中丸太 カラマツ中丸太

(円/m3)

(年)
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資料：農林水産省「2015年農林業センサス」

6.67

11～13

4

8～10

0

5

10

15

現状 今後

主伐 間伐(㎥/人)

6%

75%

18%

15%

18%

5%

58%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,000m3未満

1,000-5,000m3
5,000-10,000m3

10,000m3以上

８割

○ 我が国の森林所有構造は、所有面積10ha未満が林家数の９割を占めるなど小規模・零細。

○ 生産性は向上しつつも低位であり、意欲ある者への施業集約化や低コストで効率的な作業システムの普及・定着等が課題。

また、林家の所得や林業従事者の平均賃金は低い現状。

○ 林業経営の中核を担う者は、森林所有者等から委託を受けて作業する会社や森林組合等の林業事業体。年間素材生産量

5,000㎥未満の小規模な経営体が９割を占める一方、5,000㎥以上の経営体が素材生産量全体の約８割を生産。

（２）林業経営の動向

■ 林家の保有山林面積

■ 主伐・間伐の生産性

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」

注：林家とは保有森林面積が１ha以上の者。

■ 林業にかかる所得

■ 組織形態別の素材（丸太）生産量

0 500 1,000 1,500 2,000

地方公共団体・財産区

法人化していない

その他の法人

森林組合等の団体

会社

総計

（万㎥）

保有山林で自ら伐採

受託若しくは立木買い

16百万㎥
（78%）

4百万㎥
（22%）

（10,490経営体）

（1,305経営体）

（808経営体）

（126経営体）

（7,916経営体）

（335経営体）

受託・立木買い
が約８割

＊過去１年間に素材生産を行った経営体

素材生産
の約7割を
担う

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」
注１：会社とは、株式会社、合名・合資会社、合同会社などをいう。 注２：その他の法人とは、一般社団法人、宗教法人などをいう。
注３：経営体とは、林業経営体であり、①保有山林面積が３ha以上かつ過去５年間に林業作業を行うか

森林経営計画又は森林施業計画を作成している、②委託を受けて育林を行っている、
③委託や立木の購入により過去１年間に200㎥以上の素材生産を行っている、のいずれかに該当する者をいう。

林業所得
11.3万円

／1経営体

林業従事者
の平均所得

305万円

資料：林業所得（平成25年度分）は、
農林水産省「平成25年度林業経営統計調査報告」
林業従事者の平均所得（平成25年分）は、林野庁業務資料。

注：平成25年の全産業平均給与は414万円
（国税庁「民間給与実態統計調査」） 。

資料：林野庁業務資料
注：主伐、間伐いずれも全樹種の平均である。

林業経営体の素材生産量規模別の経営体数と素材生産量

保有山林面積

林家数

所有面積10ha未満 ９割

1～5ha
1,290千ha

(25%)

10～50ha
1,640千ha

(32%)

100ha以上
1,080千ha

(21%)

50～100ha
430千ha

(8%)

1～5ha
61.7万戸

(74%)

5～10ha
11.1万戸

(13%)

10～50ha
9.1万戸
(11%)

100ha以上
0.4万戸
(0.4%)

50～100ha
0.7万戸

(1%)

(83万戸)

(517万ha)

5～10ha
720千ha

(14%)

林業経営体数
（10,490経営体）

素材生産量
（1,989万㎥）

９割
(注) 
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（３）森林施業の集約化の推進

○ 森林所有者の世代交代や不在村化等から、所有者の特定が困難な森林が多数存在。このため、意欲ある者が複数の所有者

の森林を取りまとめ、施業を一括して実施する「施業集約化」に多大な労力がかかっている現状。

○ 施業集約化の一層の推進に向け、ICTの活用、所有者・境界の明確化に向けた取組により、森林経営計画の作成を促進。

○ 市町村が民有林の所有者や境界測量の状況などの情報を林地台帳として整備する制度を創設、平成31年度から本格運用 。

所有者の意向が
確認できない

間伐材が搬出できない

森林の境界や所有者が不明

■ 施業集約化の取組■ 不在村者保有の森林面積の割合

資料：農林水産省「2005年農林業センサス」
国土交通省（H23 農地・森林の不在村所有者に対するインターネットアンケート）

注１：不在村者とは、森林所有者であって、森林の所在する市町村の区域に居住、または事業所を置く者以外の者。
注２：森林整備法人（林業・造林公社等）を除く。
注３：国土交通省の調査時点では、森林法に基づく森林の土地の所有者の届出制度は未施行。

県外

在村者
76％

県内

保有森林面積
1,343万ha

不在村者24％

森林の所有者のうち、
相続時に何も手続き
をしていない 17.9%

効率的な
作業システムが可能

効率的な
路網整備が可能

間伐材の搬出が可能

宅地 農用地 林地 合計

54% 73% 45% 52%

資料：国土交通省

■ 地籍調査の進捗状況（H28年度末）

複数の所有者の森林を
取りまとめ、施業を一括して実施

■ 林地台帳制度の概要

データベース（林地台帳＋地図）の整備

• 所有者の情報（住所、氏名）
• 土地の地番、地目、面積
• 測量の実施状況
• 森林経営計画認定状況 等

【林地台帳】市
町
村

森
林
の
所
有
者

○情報提供
○活動支援

○所有者が代わった
場合の届出

○台帳の修正の申し出

活動状況を
市町村に

報告

森林組合・林業事業体等の担い手
間伐等の
実施に向けた活動

【地図】

所有者・境界が明らかになり、森林施業の集約化が進み、間伐等推進、雇用創出、地域材活用

担い手
育成支援

国

都道府県

（資源情報の高度化）
（森林整備活動支援
交付金※）

（森林情報等の提供）

台
帳
整
備
支
援
等

森林整備等
の推進・円滑化

※他に同趣旨の
地財措置

地域林政アドバイザー
等による支援

■ 森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に
大きな労力がかかっている事例

N県G市の事例 T県N町の事例

51ヘクタール（206筆）の森林につ

いて、森林整備のため市が所有
者又は土地の管理を行う者の所
在確認を行ったところ、特定作業
には１年３カ月を要した。（最終的
に特定できなかった５名分の土地
は事業対象地より除外）

369ヘクタール（115筆）の森林に

ついて、施業の集約化を目的とす
る境界明確化事業実施のため、
町が所有者又は土地の管理を行
う者の所在確認を行ったところ、
特定作業には11カ月を要した。

資料：国土交通省調査 11



川上の取組（山をまとめる・効率的に生産する）

Ａ

ＧＦ

Ｅ

Ｄ

Ｂ

Ｃ
路網の整備

森林の
境界明確化

高性能林業機械
の導入

森林経営計画の作成

Ａ

ＧＦ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

境界が不明瞭

施業集約化前 施業集約化後

森林施業プランナー 認定者
1,025人（平成27年３月）

施業集約化を担う人材とプランナーの育成 森林所有者

森林施業プランナー
（森林組合等林業事業体の職員）

森林所有者 森林所有者

森林経営計画の作成森林経営計画の作成

森林所有者への施業提案・集約化施業の同意取得
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19 19 19 19 19 24
33
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23

30

0
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40

50
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70

2012 2013 2014 2015 2016 2025目標 望ましい総

延長

森林作業道

林道等

（４）林業の生産性と経営力の向上

■ 高性能林業機械を使用した作業システムの例■ 路網のネットワーク

○ 路網と高性能林業機械を適切に組み合わせた作業システムの普及・定着を図ることなどにより高い生産性を確保。

○ 路網整備は近年増加傾向で推移しているものの、路網密度は未だ不十分。林道等と森林作業道を組み合わせた路網の整備

を引き続き進めるとともに、林業専用道など丈夫で簡易な路網に必要な技術の普及・定着を図る。

○ 具体的な施業を想定しつつ、緩傾斜・中傾斜地には車両系、急傾斜地では架線系を主体とする作業システムの導入を図る。

○ リモートセンシング技術やＩＣＴを活用した森林資源調査・生産管理などにより、生産性の向上を図る。

森林作業道：フォ
ワーダ等の林業機
械の走行を想定し
た森林施業用の道

林業専用道：大型
の林業用車両の走
行を想定した必要
最小限の構造の道

林道：一般車両
の走行も想定し
安全施設を備え
た道

■ 林内路網の現状と整備の目安

資料：林野庁業務資料
注 ：林道等には、「主として木材輸送トラックが走行する作業道」を含む。

現状 整備の目安

総
延
長

（万km）

■ ICT(情報通信技術)を活用した生産管理の導入事例

航空レーザ計測に
よる森林資源調査

出荷

生産

出材量データ

出荷情報

現場管理情報

生産(施業)計画の作成・
森林所有者への提案

生産現場

森林ＧＩＳ等

品質ごとに納入先に迅速
に直送又は土場で引渡し

日報アプリ
スマホ検収
システム

山土場・中間土場

（開発中）
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数
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緑の雇用以外

（人）

（年度）

■ 林業従事者数、高齢化率、若年者率、平均年齢の推移

施業実行の主体
（森林組合、民間事業体、森林所有者）

育成

森林総合監理士
（フォレスター）

1,169名が登録
（H30年3月末）

（５）人材の育成・確保

■ 林業への新規就業者数の推移

○ 林業従事者は長期的に減少しているが、近年下げ止まり。従事者の高齢化率は依然として全産業平均と比べると高いが、
若年者率は上昇傾向で推移し、平均年齢は若返り傾向。

○ 「緑の雇用」事業等により、新規就業者を確保し、現場技能者として段階的・体系的に育成。また、雇用管理の改善と
労働災害防止対策を推進。

○ また、各種研修等の実施により、施業集約化の中核となる「森林施業プランナー」、地域全体の森林づくり・林業活性化の構想
作成・合意形成・構想実現を支援する「森林総合監理士（フォレスター）」等の人材は確保されつつある状況。

■ 林業を担う人材の役割

■ 「緑の雇用」等による現場技能者の育成

・ 安全・効率的な作業に必要な知識・技術等の習得のための3年間研修を支援
(1人あたり9万円/月 等)  

・ 現場の効率的運営や統括管理に必要な知識・技術等の習得研修を支援

林業作業士（フォレストワーカー）林業作業士（フォレストワーカー）

現場管理責任者（フォレストリーダー）現場管理責任者（フォレストリーダー）

統括現場管理責任者（フォレストマネージャー）統括現場管理責任者（フォレストマネージャー）

資料：林野庁業務資料

林業への就業に向け林業大学校等で学ぶ青年林業への就業に向け林業大学校等で学ぶ青年就業前

就業後

・林業就業に必要な知識等の習得を行う学生等へ給付金を支給
(1人あたり最大150万円/年を最大2年間) 

認定

市町村の森林・林業行政
を技術面で支援

森
林
所
有
者

計画作成
を提案

委託

森林経営の主体
（森林組合、民間事業体、森林所有者）

市町村

作成

相談

施業の提案

都道府県
職員

市町村
職員

林野庁
職員

民間

資格試験
登録

森林経営計画

市町村
森林整備計画

委託

森林施業プランナー
(計画作成の中核を担う者)

指導・助言

作成

現場技能者
(施業実行の中核を担う者)

森林経営計画に
基づく施業の監理

緑の青年就業
準備給付金事業

「緑の雇用」
現場技能者
育成推進事業

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

「緑の雇用」による新規就業者
約１万７千人（全体の約４割）

林業事業体の自主的な安全活動の促進林業事業体の自主的な安全活動の促進

・ 労働安全の専門家（コンサルタント）による安全指導等を実施

林業労働安全
推進対策

1,725名が認定
（H29年3月末）

14.6 
12.6 

10.0 

8.2 6.8 

5.2 5.1 4.5 

21%
25%

18% 17%

0%

10%

20%

30%

0

5

10

15

S55

(1980)

60

(85)

H2

(90)

7

(95)

12

(2000)

17

(05)

22

(10)

27

(15)

林業

従事者数

高齢化率

（右軸）

若年者率

（右軸）

資料：総務省「国勢調査」
注1：高齢化率とは、総数に占める６５歳以上の割合。また、若年者率とは、総数に占める３５歳未満の割合
注2：林業従事者とは、就業している事業体の産業分類を問わず、森林内の現場作業に従事している者。
（参考）H27年の全産業における高齢化率13％、若年者率24％
注3（ ）内は、林業従事者の平均年齢。林業従事者の平均年齢については、H7以前は林野庁試算による。

(万人)

（52.1)（56.0） （54.4）（56.2）（54.5）（52.2)（50.1)

(年)

（52.4）
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○ 山村は国土面積の５割、林野面積の６割を占め、それを全人口の３％で支えている状況。過疎化・高齢化が進行し、就業人口
も減少する一方、山村における第１次産業従事者は就業人口の約２割に相当。地域の森林資源を活かした産業育成が重要。

○ このため、木質バイオマスのエネルギー利用やきのこ・竹・炭などの特用林産物の生産振興、都市と山村の交流促進等に
より、地域資源の付加価値向上を図る。

○ 近年、主に所有する森林で自ら伐採等の施業を行う「自伐林家」や、地域住民等が連携して間伐材や林地残材を出荷する
「木の駅プロジェクト」等の活動が、地域活性化の観点から注目。

（６）山村の振興

区分 振興山村 全国 対全国比

総面積 1,785 3,779 47%

林野面積 1,517 2,485 61%

人口 393 12,806 3%

高齢化率 34.1 23.0 －

■ 振興山村の面積と人口
（単位：万ha 万人 %）

資料：総務省「平成22年国勢調査」、農林水産省「2010年世界農林業センサス」、
農林水産省「山村基礎調査」（平成25年度調査）

注１：林野面積とは、森林と森林以外の草生地を合わせたものをいう。
注２：振興山村の高齢者数は農林水産省農村振興局で推計。
注３：振興山村とは、林野率が高く、人口密度が低い地域で、産業基盤および

生活環境の整備等が十分に行われていない山村について、山村振興法に
基づき指定された区域。

■ 地域資源の有効活用

「木の駅プロジェクト」

地域の複数の林家等がＮＰＯ
と連携して間伐。材はチップセ
ンター・温泉施設等に出荷し、
地域通貨と交換。

プレカット工場等の残材からは
木質ペレットを製造し、町役場
や小中学校など地域内の施
設や住宅の暖房に使用。

<岐阜県恵那市>

■ きのこの生産振興 ■ 都市の山村の交流促進■ 就業人口の推移とH22年の産業別就業人口

「しいたけのブランド化」

地域で生産される原木しいた
けの生産拡大、知名度の向上
を目的に、「原木しいたけ活性
化協議会」を設立。

一般公募により名前を募集
し、商標登録しブランド化を図
り、地元ホテルでの創作料理
への使用・地元のイベントに
おけるＰＲ活動等により知名
度を向上。

<石川県奥能登地方>資料：山村カード調査、国勢調査

注：振興山村の就業人口は農林水産省農村振興局で推計

18.2%

26.6%
55.2%

4.2%

25.2%

70.6%

第1次産業 第2次産業 第3次産業

全国

振興山村

55 
62 64 

56 

2.7 2.5 2.2 
1.8 

0

1

2

3

4

5

6

0

20

40

60

80

S55 H2 H12 H22

就業人口（全国）

就業人口（振興山村）（右軸）

(百万人) (百万人)

「日本美しの森 お勧め国有
林」に選定されている赤沢自
然休養林において、森林セラ
ピーⓇを核とした企業向けの
メンタルヘルスツアーの企画、
森林内の散策コースを利用し
たファミリー層向けのアドベン
チャープログラムの構築、イン
バウンド受入体制の整備等を
実施。

<長野県上松町>

(年)

え な し

おく の と ち ほう

■ 地域資源の付加価値の向上

「木質資源のトータル活用」

下川町役場、製材業者、森林
組合、NPO法人等による推進
体制を構築し、広葉樹資源の
家具用材としての活用、森林
バイオマス熱電併給のための
原料供給体制の構築、木灰の
土壌改良材等としての利用に
よる木質資源のトータル活用
に向けた取組を実施。

<北海道下川町>
しもかわちょう

下川町産広葉樹の机

木灰の有効利用

あげまつまち

「地域資源を観光資源として活用」
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燃料材

  581

（7％）

製品

538
製品 2,635

丸太100 丸太 0.5 しいたけ原木33（0.4%）

注２ ：燃料材とは、木炭、薪、燃料用チップ及びペレットである。

注３ ：数値は丸太換算値。数値と割合それぞれの合計は四捨五入のため計と一致しない場合がある。また、＜　＞内の数字は各種別需要量における割合。

製材用材

2,615

（34％）

合板用材

 1,025

（13％）

パルプ・チップ用材

3,162

（41％）

その他

393

（5％）

国産材

1,218

<47％>

外材
1,397

<53％>

国産

材

388
＜38%＞

外材
637

<62％>

注１ ：その他用材には、加工材、再生木材、構造用集成材等が含まれる。

外材
2,635

<83％>
その他

393

（5％）

燃料材

  581

（7％）
丸太

400

製品

997

資料：林野庁「平成28年木材需給表」

国産材

527

＜17％＞

14 18 28 36 55 86 114 163 214 198 249 252 260 326 335 353 388 399 

526 447 445 455 484
377 404 360 185 113

132 133 124
124 127 92 100 88 

842
842 850 790

859
795

854 603

628

506
575 671 646

673 653 
546 538 566 

3% 4% 6% 7% 10%

19% 22%
31%

54%
64% 65% 65% 68%

72% 73%
79% 80% 82%

0%

20%

40%

60%

80%

0

400

800

1,200

1,600

H12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

輸入製品 国内生産（輸入材）

国内生産（国産材） 国内生産における国産材の割合（右軸）
（万m3）

2,714

0
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0
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(15)

(万㎥) (％)

（年）

３ 木材産業の現状と課題
（１）木材需給の動向

■ 木材の供給量の推移

■ 合板用材の供給量の推移

資料：林野庁「木材需給表」
注 ：国内生産（国産材）、国内生産（輸入材）には、LVL分を含む。

○ 木材供給量は、住宅着工戸数の減少等を背景とした木材需要の減少により、平成８年以降は減少傾向。

○ このうち木材輸入量は、平成８年をピークに減少傾向で推移する一方、国産材の供給量は、平成14年を底に増加傾向。

木材自給率も、平成14年の18.8％を底に上昇傾向で推移し、平成28年は６年連続の上昇で34.8％。35％の水準まで回復した
のは、昭和61年の35.0％以来、30年ぶり。

○木材需要量のうち、平成28年は製材用が34％、合板用が13％、パルプ・チップ用が41％。合板では、輸入丸太の供給不安を
背景に、国産材に対応した技術開発を進めた結果、平成29年の国内生産における国産材利用の割合は82％に上昇。

資料：林野庁「木材需給表」
注１：数値の合計値は、四捨五入のため計と一致しない場合がある。
注２：輸入製品には、輸入燃料材を含む。

S39
木材輸入
自由化

S48
総需要量

ピーク
S55

木材価格
ピーク

H8
輸入量
ピーク

H14
木材自給率

最低

現在(H28)

34.8％

自給率最低
(H14）

18.8％

国産材

輸入丸太

輸入製品
S30

H28

木材自給率(右軸）

■ 木材の需給構造（平成28年）

（年）

国
内
生
産
に
お
け
る
国
産
材
割
合

合
板
用
材
の
供
給
量

需要量7,808万㎥
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■ 木材の供給量の推移

資料：林野庁「木材需給表」
注：数値の合計値は、四捨五入のため計と一致しない場合がある。

木
材
供
給
量

S39 

木材輸入

自由化

S48 

総需要量

ピーク

S55 

木材価格

ピーク

H8 

輸入量

ピーク
H14 

木材自給率

最低

木
材
自
給
率

H28

国産材

輸入丸太
輸入製品

木材自給率(右軸）

現在(H28)
34.8％

自給率最低
(H14）
18.8％

木材自給率は、H14年の18％を底に増加に転じ、H28年は35％に

戦後の木材需給の“色模様”

(万㎥) (％)

H12 

建築基準法改正
性能規定化

S25 

衆院都市建築物

不燃化決議
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○ 我が国の原木供給体制は、施業が小規模・分散的に行われ、原木のとりまとめや川上と川中・川下との間で需給情報の共有
が十分でないといった課題。

○ 大型工場の設置の進展に伴い､一定の数量の原木を調達するために、製材用材､合板用材､チップ用材の用途を問わず､国産
材の流通は、都道府県域を超えて広域化。こうした中で、需要に応じた供給をするためには、川上から川下の間で､木材や主伐
後の再造林に必要な苗木の需給情報を共有することが重要。

○ また､原木の流通段階でとりまとめ役が､コーディネーター役も担い､需要に応じて原木を持続的に供給していくことが必要｡

（２）国産材の安定供給体制の構築

■ 安定供給のイメージ

■ 需給情報連絡協議会の開催

協議会構成員
森林組合、素材生産業者、
原木市場、苗木生産者、
木材加工業者、木質バイオマス
発電事業者、都道府県、
森林管理局 等

全国7 ブロックで、年間の主伐及び間
伐の見込量や木材及び苗木の生産状
況等の情報を共有。

協議会の様子

■ 安定供給の取組事例

木材コンビナートへの参加を転機に、従来の
市売り業務に加えて、近接工場に原木を供
給。九州全域から材を集荷し、かつて4万㎥
程度の取扱高を33万㎥まで伸ばしている。

Ｉ木材市場

ラミナ製造

集成材製造

安定供給体制のイメージ

森林所有者

素材生産業者

原木市場による
広域集荷等

原木のとりま
とめ役による
とりまとめ

製材・合板・プレカット工場等

住宅メーカー、工務店等

需要に応じた材の
振り分け出荷

直
送 注

文

納
品 注

文

納
品 注

文

消費者

施業の
集約化

■ 近年整備された大型木材加工工場及びＣＬＴ工場の分布状況

資料：林野庁業務資料

注：製材、合板・ＬＶＬ、集成材については、平成22年度以降に新設された工場で、平成30年３月現在で、年間
の国産材消費量３万㎥以上（原木換算）のものを掲載。
ＣＬＴについては、平成30年３月末現在の主な生産工場を掲載。

○ 製材工場（稼動）

○ 集成材工場（稼動）

（宮崎県 日向市）

製材

合板・ＬＶＬ

集成材

ＣＬＴ

○ 製材工場（稼動）

（群馬県 渋川市）

○ 合板工場（稼動）

（静岡県 富士市）

○ 製材工場（稼動）

（高知県 大豊町）

○ 製材工場（稼動）

（徳島県 小松島市）

○ 製材工場（稼動）

（愛媛県 大洲市）

○ 集成材工場（稼動）

（福島県 塙町）

○ ＬＶＬ工場（稼動）

（青森県 六戸町）
○ 合板工場（稼動）

（岩手県 北上市）

○ 製材工場（稼動）

（秋田県 秋田市）

○ 製材工場（稼動）

（岐阜県 郡上市）

○ 集成材工場（稼動）

（山形県 新庄市）

○ 製材工場（稼動）

（長野県 塩尻市）

○ 合板工場（稼動）

（岐阜県 中津川市）

○ 製材工場（稼動）

（兵庫県 宍粟市）

○ 製材工場（稼動）

（広島県 北広島市）

○ ＣＬＴ工場（稼働）

（岡山県 真庭市）

○ ＣＬＴ工場（稼働）

（石川県 能美市）

○ ＣＬＴ工場（稼働）

（宮城県 石巻市）

○ 集成材工場（稼動）

（栃木県 真岡市）

○ 製材工場等（稼動）

（茨城県 常陸大宮市等）

○ 製材工場 （稼動）

（鹿児島県 霧島市）

○ ＣＬＴ工場 （稼動）

（鹿児島県 肝付町）

○ ＣＬＴ工場 （稼動）

（宮崎県 日南市）

○ ＣＬＴ工場（稼働）

（鳥取県 南部町）

○ ＣＬＴ工場 （稼動）

（愛媛県 西条市）

○ 製材工場（建設中）

（愛知県 豊田市）

○ 合板工場（稼動）

（三重県 多気町）

○ ＣＬＴ工場（稼働）

（北海道 北見市）
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四国で相次ぐ大型製材工場、
木質バイオマス発電所の稼働

チップ工場(Ｈ26)
丸和林業

木質バイオマス発電所(Ｈ30.1)
（松山バイオマス発電所）

製材工場(Ｈ13)
（久万広域森林組合）

製材工場(H23)
（八幡浜官材協同組合）

CLTラミナ工場(Ｈ28)
（池川木材工業）

製材・集成材・ＣＬＴ工場(Ｈ30.4)
（サイプレススナダヤ）

合板工場(Ｈ23)
（日新）

木質バイオマス発電所(Ｈ28)
（ｸﾗﾎﾞｳ徳島ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所）

大型製材工場(Ｈ26)
（ｳｯﾄﾞﾌｧｰｽﾄ(ﾅｲｽ)）

大型製材工場(Ｈ25)
（高知おおとよ製材）

木質バイオマス発電所(Ｈ27)
（土佐ｸﾞﾘｰﾝパワー）

木質バイオマス混焼発電所
（住友大阪セメント）

木質バイオマス発電所(Ｈ27)
（ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ研究所）

小型木質バイオマス発電所(Ｈ30)
（洸陽電機・内藤鋼業）

大断面集成材工場(Ｈ28)
（正和木材）

木質バイオマス混燃発電所
住友共同電力

19
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高まる四国４県の原木生産

相次ぐ大型製材工場、木質バイオマス発電所の稼働に対応し、四国４県の原木生産量は増加しており、平
成28年度は153万㎥と５年前（平成23年度）に比べ、26％増加。

四国４県の原木生産量の推移

121万㎥

121万㎥

130万㎥

142万㎥

148万㎥

153万㎥

23万㎥（全体の15％）

目標：90万㎥
(H36)

目標：67万㎥
(H32)

目標：60万㎥
(H36)

目標：5千㎥
(H32)

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

（参考）
国有林(H28)

高知県 愛媛県 徳島県 香川県

20



木材需要の拡大

Ｃ材・Ｄ材

通直な原木

やや曲がり・
小径

主
に
合
板
用

枝条・
曲がり材等

主
に
製
材
用

原木の買取価格は
一般的には最も高い

しじょう

原木とその用途(イメージ)

Ｂ材

Ａ材
製材品

集成材

合板

木材チップ

切削チップ 破砕チップ

特別老後ホーム あやめ荘
（愛媛県松山市）

公共建築物の木造化

自治会館
（高知県高知市）

武道館
（愛媛県松山市）

主
に
チ
ッ
プ
用

原木の買取価格は
一般的には最も安い

写真はHP、パンフレットから引用

～Ａ～Ｄ材までの木を丸ごと使い切るビジネスモデルの構築～

21
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プレカット工場数 木造軸組工法におけるプレカット率（右軸）

（％）

資料：一般社団法人全国木造住宅機械プレカット協会調べ

■ 製品の価格の推移

く だ ば し らし ょ う か く

（年）

○ 少子高齢化と人口減少が進むと推計され、今後、木材需要の大幅な増加を見込むことは困難な情勢。このような中、品質･
性能、価格や量等の面において競争力のある木材製品の供給を強化するとともに、消費者の多様なニーズに応じて、木材の
特長を生かした価値･魅力のある商品を提供することが重要。

○ 部材の寸法が安定し、狂いがないことを前提に機械で加工するプレカット材の利用率は木造軸組工法では９割。近年、建築
用製材品における人工乾燥材の出荷割合は上昇傾向。一方、木造軸組住宅では、横架材などの国産材利用割合が低い。

○ 製品価格においては、構造用材ではスギ正角（乾燥材）と輸入材であるホワイトウッド集成管柱が競合。

（３）木材産業の競争力の強化①

■ プレカット工場数及びプレカット率の推移

■ 集成材の供給量の推移

資料：農林水産省「木材需給報告書」

■ 木造軸組住宅の部材別木材使用割合

プレカット材の利用率は９割

■ 人工乾燥材（KD材）の割合

建築用製材品全体では45 ％

主に住宅構造用

（年）

25

12

63

0%

66

26

6
3

26

32

24

18

31

38

4

28

41

59

柱材 横架材 土台等 羽柄材
（筋かい等）

構造用
合板

4.0 m3 6.0 m3 2.7 m3 5.5 m3 5.8 m3

輸入材
（集成材等）

輸入材
（製材（又は合板））

国産材
（集成材等）

国産材
（製材（又は合板））

（計 24.0 m3 ）

一戸あたり
平均使用量

資料：「木造軸組工法住宅における国産材利用の
実態調査報告書（２０１６）」（木住協）

注１：国産材と外材の異樹種混合の集成材等・
合板は国産材として計上

注２：割合の計の不一致は、単位未満の四捨五入
による

(円/m3)

資料：農林水産省「木材価格」
注１：製品価格は、木材市売市場、木材セ

ンター及び木材問屋における小売業
者への店頭渡し販売価格

注２：スギ正角(乾燥材)、ヒノキ正角(乾燥
材)、ホワイトウッド集成管柱は全て厚
さ・幅10.5cm、長さ3.0mの製材品1m3

当たりの価格

プレカット材
写真：全国木造住宅機械プレカット協会

25 23 28 35 33 33 38 38 35 37

110 107 97 
111 113 119 127 118 113 118

81 
53 56 

69 82 80 
88 84 82 89

0

50

100

150

200

250

300

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

製品輸入

国内生産（輸入材）

国内生産（国産材）

（万m3）

資料：財務省「貿易統計」、日本集成材工業協同組合調べ 22



52％23％

11％

14％
非木造
住宅

在来工法以外
（２×４工法等）

在来工法

木造住宅
75％

○ 地域の状況に応じて製材･合板工場等の規模ごとの強みを生かした木材加工･流通体制の整備を進めることが重要。

○ 意識・意向調査では７割強が「木造住宅を選びたい」と回答。また、「品質や性能の良さ、耐久性」や「国産材の使用」を、

住宅を選ぶ際に重視するとの回答も多く、国産材の潜在的な需要も大きい。

○ 大手ハウスメーカー等のニーズに応えたKD材、集成材等の大量・安定供給の取組を進めるとともに、地域の木材生産者、

製材工場、工務店等が連携し、地域で流通する木材を利用した家づくりを行う取組も推進。

（４）木材産業の競争力の強化②

H27年（％）

品質や性能の良さ、耐久性 84.2 

健康に配慮した材料の使用 74.0 

内装等への木材の使用 36.7 

国産材の使用 35.9 

設計の自由度の高さ 34.8 

種類や産地、費用が明らかな木材の使用 29.8 

資料：農林水産省 「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」（平成27年10月)
注：回答は、複数回答。回答割合の高い項目を抜粋。

【木造住宅を選ぶ際に価格以外で重視すること】

■ 木造住宅に関する意識・意向

【住宅を建てる場合の工法の意向】

■ 製材工場の規模別の整備方向

地域ごとに木材生産者・製材工
場･工務店など川上と川下の関係
者が連携し、消費者ニーズに対
応した特色ある取組を行う（顔の
見える木材での家づくり 等）

集成材工場（左）と製材工場（右）

中核工場の乾燥施設

■ 製材工場（出力規模別）の工場数割合と素材入荷量の推移

資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材統計」 注：計の不一致は四捨五入による。

工場数割合（平成29年）
素材入荷量の推移ア 大型工場単独での規模拡大

複数の工場が連携し、グループ
として大規模化を図る

一つの工場で原木調達から加
工･販売までを行い、スケールメ
リットを追求する

イ 複数の中小企業との連携

ウ 木材生産者・製材工場･工務店等の連携

61%

30%

9%

[CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE]

0

5

10

15

20

H23 24 25 26 27 28 29

7.5～75.0ｋW未満

75.0～300.0

300.0ｋW以上

（百万㎥）

（年）
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1,69
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1,40
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71 

4 

0 

7,30
1 

7,61
8 

3,84
8 

7,05
1 

5,96
5 

0 10,000

1階

2階

3階

4～5階

6階以上

（５）非住宅分野における木材利用の拡大

注：「公共建築物」とは、① 国又は地方公共団体が整備する建築物 及び、② 国又は地方公共団体以外の者が整備する、公共の用に供する建築物であって、①に準ずるもの（「公共建築物等に
おける木材の利用の促進に関する法律」（平成22年10月施行））。具体的には、役場庁舎等の他に、学校、老人ホームや保育所、病院、体育館、図書館、鉄道等ターミナルなど。

○ これまで木造化が進まなかった中高層建築物や、オフィスビルや商業施設等の低層非住宅建築物の木造化・木質化により、木材利用を

拡大していくとともに、平成22年に施行された公共建築物等木材利用促進法を踏まえ、公共建築物の木材利用を一層促進。

○ このため、CLTや耐火部材等の開発・普及を進めるとともに、一般流通材を活用した低コストでの建築事例の普及、木造建築

に携わる人材育成等を推進。

■ 建築物全体と公共建築物の木造率の推移

非木造 木造

住宅 非住宅

中高層建築は
ほぼ非木造

低層非住宅建築は
鉄骨造（S造）が圧
倒的多数

資料：国土交通省「建築着工統計」（平成28年）
注：住宅とは居住専用建築物、居住専用準住宅、居住産業併用建築物の合計であり、

非住宅とはこれら以外をまとめたものとした。

■ 階層別・構造別の着工建築物の床面積（H28年）

（千m2 ）

3,400 

42,404 

3,991 

8 

0 

509 

7,807 

4,436 

3,173 

12,037 

020,00040,00060,000

■ 非住宅分野での木材利用事例

（年度）

資料：林野庁プレスリリース「平成28年度の公共建築物の木造率
について」（平成30（2018）年３月29日）

注１：国土交通省「建築着工統計調査平成28年度」のデータを
基に林野庁が試算

注２：木造とは建築基準法第２条第５号の主要構造部（壁、柱、
はり、屋根又は階段）に木材を使用したもの

注３：木造率の試算の対象には住宅を含む。また、新築、増築、
改築を含む（低層の公共建築物については新築のみ）

（％）

ＳＵ・ＢＡ・ＣＯ（オフィス）（京都府向日市）
フレーバーライフ社本社ビル（東京都国分寺市）
写真：スタジオ•クハラ•ヤギ 撮影:淺川敏
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CLT強度試験データ収集

（６）新たな木材製品・技術の開発・普及

○ 国産材の需要拡大を通じた地方創生の一方策

○

○ ＣＬＴは、中高層建築物等において新たな利用が見込まれる木材製品であり、国産材の需要拡大を通じた地方創生の一方策

としても期待。平成29年１月に関係省庁連絡会議が公表した「ＣＬＴの普及に向けた新たなロードマップ」に沿って、需要の創出や

需給動向を踏まえた生産体制の構築を推進。

○ 大規模な建築物や不特定多数の人が利用する建築物には高い耐火性能が必要であり、この分野における木材利用を拡大

するため、木質耐火部材の開発を促進。また、住宅様式の変化や集成材等の進展により伸び悩むA材需要の拡大に向け、

新たな部材・工法の開発や内装への無垢材利用を推進。

○ 土木分野についても、コンクリート型枠用合板や、地盤改良用木杭等の研究・開発等により木材利用を促進。

国産材コンクリート型枠用合板

（北陸新幹線工事）

■ 土木分野における国産材製品の活用

・ 平成27年２月、グリーン購入法に基づく特定
調達品目に「合板型枠」が追加。今後、間伐
材等を使用した合板型枠の利用拡大が期待

■ 木質系耐火部材

■ CLT （Cross Laminated Timber／直交集成板）

・ CLTとは、ひき板を繊維方向が直交するように
積層接着したパネル

・ 欧米を中心にマンションや商業施設など
の壁や床として普及

スギのCLT

工法の原理

コンクリート型枠用合板への利用 地盤改良木杭への利用

実証施工の様子

■ 内装等への国産材利用に必要な部材・技術の開発

・施工が容易で、室内に無垢材であらわ
し利用できる内装材の開発等を推進

・天然広葉樹資源に代わる国産早生樹
（センダン等）の開拓・実用化を推進

正角材を積層した重ね梁・束ね柱 製材による大規模トラス

・ 非住宅分野での利用に向け、一般流
通材を活用したトラス工法の開発、柱材
を重ねた梁の開発等を促進

スギを活用したフローリング材 国産早生広葉樹種による家具

- 設計・施工の基準や標準規格の作成
- ＣＬＴ製品価格を半減し、施工コストを他工法
並にする技術等の開発・普及

-設計者・施工者向けの講習会を開催

間伐材等の丸太を地盤に打設し、
砂地盤を密にすることで液状化対策

積
層
接
着

CLT需要の一層の拡大

木質耐火構造の方式

２時間耐火部材の開発（H26）

防耐火面においては、最上
階より数えて14階建てまで
木造で建築することが可能

・ 木材と非木材の組合せにより、中高層建築物等
に求められる耐火性能を有する部材を開発

事務所・店舗・共同住宅

（京都府京都市中京区）

建設会社新社屋【佐賀県】

・ 国土交通省等と連携して、

■ 製材を活用した新たな部材・工法の開発

25



（７）木質バイオマスの利用

○ 主に未利用木材を使用する木質バイオマス発電施設は、平成29年９月末現在、53箇所で稼働。

○ 間伐材等由来の木質バイオマス利用量は、発電利用を中心に急速に増加（過去６年間で約７倍）。

〇 今後、①燃料の需給動向の把握や、木質バイオマスガイドラインの周知徹底など、発電所の安定稼働に必要な取組の強化、

②発電利用が困難な地域においても展開可能な「地域内エコシステム」の構築が重要。

○ 産学官連携により、セルロースナノファイバー等、木材成分を新たな工業原料として利用する研究・技術開発に取り組み。

資料：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト（資源エネルギー庁）等を参考に作成。
平成29年９月末時点。

注：（ ）内は、RPSからFITへの移行認定分を含めた数値
※：２万kW以上の発電所が、H29年10月以降に認定を受けた場合は、21円/kWｈに引き下げ

■ FIT開始後新規認定を受けた木質バイオマス発電施設と買取価格

主な燃料

未利用木材
一般木質・
農作物残さ

リサイクル
材

計2,000kW
未満

2,000kW
以上

設備認定済
61件

(65件)
54件

(57件)
348件

(358件)
10件

（39件）
473件

(519件)

うち稼働中
15件

(19件)
38件

(41件)
25件

(35件)
4件

(33件)
82件

(128件)

買取価格 40円/kWh 32円/kWh 24円/kWh※ 13円/kWh -

■ ＦＩＴ開始後新規認定を受けた未利用木材を主な燃料とする
バイオマス発電施設の稼働状況

■ 地域内エコシステム

三重県 松阪市

青森県 平川市

宮城県 仙台市
気仙沼市

福島県
会津若松市

栃木県 那珂川町

茨城県 常陸太田市

岐阜県 瑞穂市
長野県 長野市

飯田市
安曇野市

奈良県 大淀町高知県 高知市
宿毛市

山形県 鶴岡市

富山県 射水市

福井県 大野市

兵庫県 赤穂市
朝来市

岡山県 真庭市

島根県 松江市

佐賀県 伊万里市

大分県 大分市
日田市

豊後大野市

熊本県 八代市

鹿児島県 霧島市
薩摩川内市

宮崎県 日南市
都農町
川南町

福島県 郡山市

設備容量2,000kW未満

設備容量2,000kW以上

■ エネルギーとして利用された木質チップ、木質ペレットのうち
間伐材・林地残材等に由来するものの量の推移（丸太換算量）

岩手県 一戸町
花巻市

徳島県 阿南市

北海道 江別市
紋別市

苫小牧市

新潟県 新潟市

資料：木質チップは、H23～26は林野庁木材利用課調べ。
H27、28は木質バイオマスエネルギー利用動向調査
木質ペレットは、特用林産物生産統計調査を基に丸太換算したもの。

■ 木質バイオマスのマテリアル利用

改質リグニン

リグニンの構造や特性は多様であるため、工業製品
向けの原料化は困難とされてきたところ

現在、国内のスギを原料として、品質が安定し、加
工性の優れたリグニン（改質リグニン）を安定的に製
造する研究開発、製品開発等に取組

写真：ジャパンマテックス社写真：森林研究・整備機構

期 待 さ れ る 用 途 の 例

コンクリート用
化学混和剤

配管シール材（ガスケット）
※改質リグニンと合成樹脂の混合製品

木材の化学組成

地域の関係者の連携の下、小規模な熱利用又は熱電併給に
より、森林資源を地域内で持続的に活用する仕組み。

579 750 1,045 
1,601 

2,569 

4,219 

48 59 
78 

83 

115 

110 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28

木質ペレット

木材チップ

627 809
1,123

1,684

2,684

4,329

（千m3）

CNF（セルロースナノファイバー）

期 待 さ れ る 用 途 の 例
＜構造材料＞

車・家電製品外装など

ＣＮＦ複合樹脂 塗料添加剤

改質リグニン

木材などの植物細胞壁の主成分であるセルロースを
化学的・機械的に処理してナノサイズ （ １００万分の１
mm ） まで解きほぐした繊維状物質
軽量・高強度で、鋼鉄の５分の１の軽さで５倍の強度
を持つといった特徴

＜増粘剤＞
塗料、化粧品など

ＣＮＦ混合塗料
により塗装

無塗装
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○ 平成29年の木材輸出額は326億円(対前年比37％増)で、うち約４割が丸太の輸出。付加価値の高い木材製品の輸出拡大に向けて、

中国、韓国等を対象に、展示会への出展、スギ・ヒノキ等を用いたモデルルームの設置・展示等の取組を支援。

○ 森林の違法伐採は持続可能な森林経営を著しく阻害し、世界の森林の減少･劣化を招く。これまで我が国は、政府調達での
取組、国際的な協力等を推進。平成29年５月には、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」が施行。

○ 広く一般消費者を対象に木材利用の意義を広め、木材利用を拡大していくための国民運動として、「木づかい運動」を展開。

（８）木材輸出対策と違法伐採対策等

■ 我が国の木材輸出額の推移 ■ 違法伐採対策の具体的取組

■ 木材利用意識の醸成

木材利用の意義の普及・啓発 (「木づかい運動」の拡大)

◇木の良さや価値を再発見させる製品や取組等について、特に優れた
ものを消費者目線で表彰するウッドデザイン賞の取組への支援
（平成29年度：453点応募、250点受賞）

◇木材の良さや利用の意義を学ぶ「木育」が全国各地で展開

◇毎年10月の『木づかい推進月間』を中心に普及啓発活動を実施

合法性等が証明された木材・木材製品を政府調達の対象（平成18年「木材・
木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」の策定）

違法伐採対策を強化するため、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進

に関する法律（クリーンウッド法）」が施行（平成29年5月）

生産国における関連法令等に関する情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」

の公開（平成29年5月）

木材関連事業者の登録業務を行う「登録実施機関」を５機関登録

（平成29年10月）

「登録実施機関」による木材関連事業者の登録開始 （平成29年11月）

中国の建築・建材展示会へ出展
（中国広州市）

スギ・ヒノキを用いた
モデルルーム
（中国大連市）

住宅フェンス用スギ製材
の輸出

（米国へ）

資料：財務省「貿易統計」（HS44類の合計）

主な輸出先国別（左）

主な品目別（右）

主な輸出先国別（左）

主な品目別（右）

31 
69 

94 85 
137

27 
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33 38 

54 
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20 

36 54 

68 
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17 
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４ 林業・木材産業の成長産業化の実現
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製品を安定的に供給
できない

=
• CLT、耐火木材等の生産体制の整備と実用化

•原木生産が非効率
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• 中層の集合住宅と事務所・店舗など非住宅の木造
化・内装木質化の推進（CLT建築物の普及、東京オ
リパラを契機に都市の木造化）

• 高性能林業機械の導入と路網整備による低コストの
原木生産の推進

• 不明所有者のいる共有林でも伐採を可能に

• 森林組合自らによる経済目的での森林経営を可能に

•再造林が円滑に行わ
れない

• 植栽効率の高いコンテナ苗の供給拡大

• 木材安定取引制度の拡充(広域の安定取引事業計画
の認定制度の創設)

• 木材・木材製品の輸出促進（丸太から木材製品の輸
出への転換）

• 木質バイオマスのエネルギー利用の拡大

課 題 施 策

加工

利用

製材品 合板 CLT

生産単位が小規模

国
産
材
の
安
定
供
給
体
制
の
構
築

新
た
な
国
産
材
需
要
の
創
出• 合法伐採木材の利用促進

クリーンウッド法

地球温暖化防止
国土の保全

路網密度が低く機
械化が遅れ

• 伐採・造林の一貫システム等の導入・普及

資源の循環利用

木造建築物 木質バイオマス発電所

木造3階建て公営住宅 木質チップ

伐採

林業従事者

植林

○ 林業及び木材産業を安定的に成長発展させ、山村等における就業機会の創出と所得水準の上昇をもたらす産業へと転換

する 「成長産業化」を早期に実現することが極めて重要。

○ 川上から川下にわたる現状と課題を適確に把握した上で、林業の採算性の向上、木材加工・流通の効率化、新たな木材製品の
開発、木質バイオマスのエネルギー利用等を促進していく必要。

• ICTの活用、地籍調査との連携等により所有者・境
界の明確化、経営計画の作成の促進。

• 伐採後の造林報告制度（再造林の確保）

造林コストが高い

平成29年度～

平成29年度～

平成28年改正
森林法等

平成28年改正
森林法等

28



「林業の成長産業化」のシナリオ

木材需要
の創出

国産材の
安定供給

雇用 産業

林業の成長産業化

地方創生
29



※

経
営
管
理
の
責
務
を
明
確
化

（
適
時
の
伐
採
・
造
林
・
保
育
の
実
施
）

森

林

所

有

者

意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者

○ 意欲と能力のある林業経営
者に林業経営を再委託市

町

村

経営管理実施権
の設定

経営管理実施権
配分計画林業経営に適した森林

経営管理権の設定

経営管理実施権
の設定を希望す
る林業経営者を
募集・公表

都
道
府
県

公表

募集

※ 所有者不明森林等
における経営管理権
の設定にあたっての
特例を措置。

信
用
基
金
に
よ
る
経
営
の
改
善
発
達
に
係
る
助
言
等

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
の
延
長

国
有
林
野
事
業
に
お
け
る
受
託
機
会
増
大
へ
の
配
慮

【支援措置】

※ 都道府県による市町村の事務の
代替執行も措置。

経営管理権
集積計画

経営管理権

森林所有者の委託を受けて伐採等を実
施するために市町村に設定される権利

経営管理実施権
市町村の委託を受けて伐採等を実施するために
林業経営者に設定される、経営管理権に基づく権利

○ 市町村による間伐等の実施
（市町村森林経営管理事業）

・林業経営者に再委託する
までの間の森林

・自然的条件に照らして
林業経営に適さない森林

※ 都道府県が募集・公表す
る林業経営者について市
町村が推薦する者を反映。

経営管理受益権 経営管理受益権

経営管理受益権

新たな森林管理システムの創設

◯ 林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため、市町村を介する新たな森林管理システムの創設に向けて、
「森林経営管理法」が平成30年５月25日に国会で可決・成立し、平成3１年４月１日から施行。

◯ 森林経営管理法では、①森林所有者の森林管理の責務を明確化する、②森林所有者自らが適切な経営管理を実行できな
い場合に、市町村が経営管理の委託を受け意欲と能力のある林業経営者に再委託する、③再委託できない森林及び再委託
に至るまでの間の森林においては、市町村が経営管理を行う、④所有者不明森林等について市町村による探索・公告、都道
府県知事による裁定等の手続きにより森林所有者から市町村に経営管理権を設定できる特例を措置する。

※市町村による管理やこのシステムを円滑に機能させるための経費（所有者の意向調査等）は森林環境譲与税（仮称）の使途対象。 30



「伐って、使って、植える」、森林資源を循環利用していく新たな時代に突入

31
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木材として
活用できる

適齢期

(齢級)

約５割に達する
見込み

(平成32年度末)

（万ha）

○ 人工林の齢級別面積

活用できる資源が充実！
人工林資源は毎年7800万m3増加

1 5 10 19＋15

（91～95年生）（70～75年生）（46～50年生）（21～25年生）（1～5年生）

導入の背景① 国内の人工林資源を活用する時代に

○ 国産材供給量と木材自給率の推移

（百万㎥） （％）

国産材の供給量は増加しており、
平成28年は、2,714万m3
木材自給率は35％に

若い森林を
増やしていく

必要



○ 整備の行き届いていない人工林

■十分に行き届いている ■どちらかと言えば行き届いている
■手入れ不足が目につく ■全般的に手入れが遅れている

1%

16%

46%

37%

市町村の８割が、管内の人工林（民有林）は
手入れ不足という回答

８割

導入の背景② 森林の所有形態と森林の手入れ不足

森林の手入れ不足への対応が必要

32

市町村内の
人工林は

手入れ不足と認識

林家数 1～5ha
61.7万戸

(74%)

5～10ha
11.1万戸

(13%)(83万戸)

10～50ha
9.1万戸
(11%)

50～
100ha

0.7万戸
(1%)

100ha
以上

0.4万戸
(0.4%)

○ 林家の保有山林面積

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」
注：林家とは保有森林面積が１ha以上の者。

我が国の森林の所有形態は
零細で分散



資料：農林水産省「農林業センサス」
国土交通省（H23 農地・森林の不在村所有者に対するイン

ターネットアンケート）
注1：不在村者とは、森林所有者であって、森林の所在する市町村

の区域に居住、または事業所を置く者以外の者。
注２:国土交通省の調査時点では、森林法に基づく森林の土地の

所有者の届出制度は未施行。

不在村者森林所
有者のうち、
相続時に何も手
続をしていない
割合

17.9%

資料：国土交通省 （H29年３月調べ）

平成28年度末時点
進捗率
（％）

宅地 54 

農用地 73 
林地 45 
合計 52 

資料：国土交通省（平成28年度地籍調査における土地所有者等に関する調
査）

注：ここでの「所有者不明」としては、登記簿上の登記名義人（土地所有者）の
登記簿上の住所に、調査実施者から現地調査の通知を郵送し、この方法に
より通知が到達しなかった場合を計上。

○ 地籍調査での登記簿上の所有者不明土
地割合

○ 不在村者保有の森林面積の割合

○ 地籍調査の実施状況

導入の背景③ 所有者不明森林の存在や境界未画定

所有者不明森林の存在や境界が不明確な状態では、
森林の経営管理や路網整備などに支障

不在村化、高齢化が進む中、早急な対応が必要
33



※複数回答可、雇用関係は除く

規模拡大したい
70％

現状維持したい
26％

規模縮小したい、
やめたい、無回答

4％

・ 今後の経営規模に関する意向 ・ 事業を行う上での課題

導入の背景④ 経営規模の拡大を目指す者の存在

経営管理が不十分な森林について、
意欲と能力のある林業経営者に担ってもらうための制度を構築

担い手の問題とともに
事業地の確保、基盤整備の未整備が課題

34

事業地確保が
困難

路網が未整備

資本装備
（林業機械）
更新が困難

25.0%

25.5%

37.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

○ 林業経営者（素材生産業者等）の規模拡大の意向



経営管理を
委託

経営管理を
再委託

森林所有者 市町村

併せて、所有者不明森林の問題
にも対応

林業経営に
適した森林

林業経営に
適さない森林

意欲と能力のある
林業経営者

市町村が自ら管理

狙い① 森林経営管理制度（新たな森林管理システム）とは

意向を
確認

35

経営管理が行われていない森林について
市町村が仲介役となり森林所有者と

林業経営者をつなぐシステムを構築し
担い手を探す



現状 目指す姿

利用

多様で健全な森林へ誘導

間伐が進まない

路網が開設で
きない

育成単層林 育成単層林

育成複層林 育成複層林

天然生林

天然生林

課題

＜多様で健全な森林の整備のイメージ＞

森
林
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
と
林
業
の
成
長
産
業
化

育成

伐採植栽

狙い② 森林の経営管理の現状と将来像
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自然条件などが良く林業経営に適した人工林は、森林経営の集積・
集約化、路網整備を進めて、林業的利用を積極展開。

自然的条件に照らして林業経営に適さない人工林は、管理
コストの低い針広混交林（スギや広葉樹が混じり合った森林
など）等へ誘導。

短伐期や長伐期など
多様な伐期による伐
採と植栽による確実

な更新を図る

私 有
人工林

既に集積・集約化
されているのは
約１／３

従来の取組に
加え、新たな
制度により整
備



狙い③ 森林経営管理制度により期待される効果

市町村
（地域全体）

○ 林業経営が可能であるにもかかわらず、経営管理されずに放置され
ていた森林が経済ベースで活用され、地域経済の活性化に寄与。

○ 間伐手遅れ林の解消や伐採後の再造林が促進され、土砂災害等の
発生リスクが低減し、地域住民の安全・安心に寄与。

森林所有者
○ 市町村が介在してくれることにより、長期的に安心して所有森林を任

せられる。

○ 意欲と能力ある林業経営者が、所有森林の経営管理を行うことにより、
所有森林からの収益の確保が期待できる。

地域の
林業経営者

○ 多数の所有者と長期かつ一括した契約が可能となり、経営規模や雇
用の安定・拡大につながる。

○ これまで手がつけられなかった所有者不明森林も整備が出来るよう
になり、間伐等の施業や路網の整備が効率的に実施できる。
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① 森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため責務を明確化
② 森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、市町村が森林の経営管理の委託を受け
③ 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託
④ 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理を実施

経営管理実施権

市町村の委託を受けて伐採等を実施するために林業経
営者に設定される、経営管理権に基づく権利

経営管理権

森林所有者の委託を受けて伐採等を実施
するために市町村に設定される権利

※

経
営
管
理
の
責
務
を
明
確
化

（
適
時
の
伐
採
・
造
林
・
保
育
の
実
施
）

森

林

所

有

者

意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者

○ 意欲と能力のある林業経営者
に林業経営を再委託市

町

村

経営管理実施権
の設定

経営管理実施権
配分計画

林業経営に適した森林

経営管理権の設定

経営管理実施権
の設定を希望す
る林業経営者を
募集・公表

都
道
府
県

公表

募集

所有者不明森林等にお
ける経営管理権の設定
にあたっての特例を措
置。

信
用
基
金
に
よ
る
経
営
の
改
善
発
達
に
係
る
助
言
等

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
の
延
長

国
有
林
野
事
業
に
お
け
る
受
託
機
会
増
大
へ
の
配
慮

【支援措置】

都道府県による市町村の事務の代
替執行も措置。

経営管理権
集積計画

○ 市町村による間伐等の実施
（市町村森林経営管理事業）

自然的条件に照らして
林業経営に適さない森林

経営管理受益権 経営管理受益権

経営管理受益権

森林経営管理制度（新たな森林管理システム）の概要
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まずは森林所有者の意向調査から

所有者への経営管理
意向調査の準備

意向調査の実施

意向調査結果を
踏まえた対応

Step１ ● 地域の実情を踏まえた意向調査対象区域の設定
・ 林地台帳や森林簿情報等を活用して、都道府県、森林組合等の事業体、自治会関係者等
と連携し、手入れが行き届いていない森林のうち、所有者情報等が一定程度整理された区域
から順次実施するなど、地域の実情に応じて長期的な計画を立てて意向調査の対象区域を
設定します。

● 地域の協力を得て意向調査を実施
・ 意向調査は、毎年計画的に実施し、また、回答期間を１ヶ月程度設けることが望ましいで
す。

・ 施業プランナー（森林組合）や林家、自治会関係者等と連携し、ダイレクトメールの発送や
集落座談会、訪問調査等の形で所有者の意向調査を実施します。その際、所有森林の現在
の状況などの情報を届けることも効果的です。

Step２

Step３ ● 所有者自らが経営管理を行う場合
・ これまで通り、所有者による経営管理（所有者自らが民間事業者に経営委託する場合を含
む）を支援します。経営管理が行われているか、適宜状況を確認します。

● 所有者から市町村へ経営管理を委託することについて希望があった場合
・ 市町村は、周辺の森林の集積の状況等も踏まえ、所有者との合意の下で経営管理権集積
計画を定め適切な時期に経営管理権を設定します。

● 所有者不明森林等の理由で回答がない場合
・ 不明所有者の探索、公告を行い、都道府県知事の裁定を経て市町村へ経営管理権を設定
することが可能です。

・ 所有者がわかっていても回答がなく、経営管理が行われていない場合は、市町村への経
営管理権の設定を促します。

● 所有者から寄附や買収などの希望があった場合
・ 寄附や買収は経営管理権の設定の対象とはなりませんが、市町村が寄附を受けたり、森
林を土地ごと所有する意向がある民間事業者に紹介するなどの対応が考えられます。
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次
頁

経営管理権集積計画等の記載事項

• 経営管理（実施）権の対象となる森林の所在

• 森林所有者の氏名又は民間事業者の氏名若しくは名称

• 設定する経営管理（実施）権の始期、存続期間

• 経営管理の内容

• 伐採後の造林及び保育の方法

• 森林所有者及び市町村に支払う金額の算定方法 等

○ 経営管理権集積計画（経営管理実施権配分計画）では、経営管理の内容（立木の伐採や造林、保育、木材の
販売等の一連の行為や期間、金額の算定方法等）を記載。

○ 農地の賃借権では栽培した作物は借地者の所有物であるが、森林の場合は立木はあくまで森林所有者のも
ので所有者以外の者が勝手に処分できない。このため、森林所有者の立木の伐採等を第三者が行うことができ
るようにするため、経営管理権、経営管理実施権を設定する。

○ 権利の考え方
○ 経営管理権集積計画（経営管理実施権配分計画）

の内容

＜農地＞

＜森林＞

賃借権

賃借権

森林所有者の所有
森林所有者の所有
→ 賃借人は伐採、販売

できない

土地：地主の所有 土地：地主の所有
借地者が使用

借地者の所有
→ 収穫、販売できる

土地：森林所有者の所有
土地：森林所有者の所有

借地者が使用

経営管理
(実施)権の始期

造林 下刈 保育間伐主伐

経営管理
(実施)権の終期

樹種
本数 等

回数 等 実施時期 等

主伐後の造林・保育は主伐収入
で賄う（最短でも15年は確保）

利用間伐

例①
主伐から

保育間伐まで
権利設定

例②
複数回の

利用間伐の
権利設定

利用間伐
間伐方法
実施時期 等

利用間伐 主伐 造林利用間伐

補助

補助

森
林
所
有
者
の
意
向
等
に
応
じ
判
断

経営管理権集積計画（経営管理実施権配分計画）の作成
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③ 伐採後の造林及び
保育に係る経費

② 立木の伐採及び
木材販売に係る経費

伐
採
等
に
要
す
る
経
費

都道府県が定める
森林整備事業標準
歩掛かりによる額

林業経営者から
提示される見積額

林業経営者の
利益を含む

算定例

○ 林業経営者は、木材の販売収益から伐採等に要する経費を差し引いた額を森林所有者等に支払うこ
ととする。

○ また、主伐を行う場合、伐採後の植栽及び保育に要すると見込まれる額を適切に留保しなければなら
ない。

配分先

林業経営者へ
①
木
材
販
売
に
よ
る
収
益

⑤ 森林所有者に支払わ れ
るべき金銭の額

①から②③④の合計
を差し引いた額

森林所有者へ

森林所有者に支払う金額の算定方法の例

41

主伐を行う場
合、伐採後
の植栽等に
要する額を

留保し、再造
林等を確実

に実施④ 市町村に支払われるべき
金銭の額

実費（境界明確化等） 市町村へ



① 森林所有者及び林業従事者の所得向上につな
がる高い生産性や収益性を有するなど効率的
かつ安定的な林業経営の実現を目指す

② 主伐後の再造林を実施するなど林業生産活動
の継続性の確保を目指す

林業経営を行う能力を有すると判断する事項
（地域の実情に応じて判断）

・ 経営改善の意欲の有無
・ 素材生産や造林・保育を実施するための実行体
制の確保 （関係事業者との連携も可）

・ 伐採・造林に関する行動規範の策定 （主伐後の
再造林の確保など）

等

考慮事項

・ 都道府県知事は、一定の区域ごとに、経営管
理 実施権の設定を希望する林業経営者を募集

・ 効率的かつ安定的な林業経営を行う能力を有
するものの情報を市町村からの推薦も含め整
理・公表

・ 経営管理実施権を設定する者を選定し、林業
経営者の同意を得て経営管理実施権を設定

経営管理実施権の設定手続き

都道府県

市町村

・ 国有林野事業における受託機会増大への配慮
・ 信用基金による経営の改善発達に係る助言等
・ 林業・木材産業改善資金の償還期間の延長

支援措置

森林組合、素材生産業者、自伐林家等が対象

整理・
公表推薦

意欲と能力のある林業経営者の選定
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計画公告

探索 公告

勧告 裁定意見書

裁定公告

一部
不確知

全部
不確知

不同意

（６月以内に異議）

（２週間以内）

全部確知・全員同意
（単独所有／共有）

一部不確知
確知共有者全員同意
（共有）

不同意者あり （単独所有／共有）

全部不確知
（単独所有／共有） 探索

（１）原則

（２）共有者不明森林の特例

（４）所有者不同意森林の特例

（３）所有者不明森林の特例

２月以内に同意が
なければ、勧告から
６月以内に裁定申請

○ 存続期間の上限は50年

○ 以下の場合には取消の申出
可

民間事業者に経営管理実施
権が設定されていない場合

⑵ 共有者不明森林
→ いつでも取消申出可

⑶ 所有者不明森林
⑷ 確知所有者不同意森林
（※意見書提出者に限る）
→ 計画公告から５年以降に取

消申出可

民間事業者に経営管理実施
権が設定されている場合
→ ① 民間事業者の承諾を得た

② やむを得ない事情かつ民

間事業者に対し損失の補
償を行った

場合に取消申出可

６月以内に異議が
なければ、その後

４月以内に裁定申請

経営管理が適切に行われていない森林を市町村が特定

権利設定計 画 作 成

同 意 徴 収

経営管理の状況等を踏まえ優先順位を立てて意向調査

同意みなし

同意みなし

同意みなし

申出

所有者不明森林等への対応
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（経営管理が行われていないのに意向
調査への返答がない場合などを想
定）



様々な疑問と回答①

疑 問 回 答

Q．これまで経営管理し
てきた所有者から森
林を取り上げるの
か？

いいえ。
これまでどおり、所有者による経営管理（所有者自らが民間事業者に経営委託
する場合を含む）を支援することとしており、取り上げる（経営管理権を設定する）
ことはありません。

Q．主伐（短伐期の皆
伐）を強要されるの
か。大径木の生産を
目指した長伐期施業
はできないのか。

いいえ。
この制度は、所有者の意向を無視し、標準伐期齢で主伐を（皆伐）することを進
めるものではなく、期間の定めもありません。
森林づくりの方針は、所有者の意向を踏まえ、作成することになりますので、長
伐期の意向があれば、それを踏まえ経営管理の内容を決定します。

Q．市町村の方針に所
有者が同意しなけれ
ば、強権的に経営管
理権が設定される措
置なのか（不同意森
林の特例）。

いいえ。
経営管理権の設定に当っては、森林所有者の意向を無視して、経営管理権を設
定するものではありません。
森林所有者の不同意森林の特例は、森林の経営管理が行われていないにも関
わらず、所有者の意思表示がない場合など、森林の多面的機能の発揮を行うた
めにやむを得ず、市町村に経営管理権を設定しなければいけないときに措置す
るものです。
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様々な疑問と回答②

疑 問 回 答

Q．乱伐が進んで、再
造林・保育が行われ
ずに放置されること
になるのではないか。

いいえ。
経営管理を行う林業経営者は、伐採後の植栽や保育を実施できる体制を整えて
いる経営者が選定されます。また、伐採後の植栽や保育に係る経費を適切に留
保し、計画的かつ確実な伐採後の植栽・保育を実施しなければならないとされて
います。

Ｑ．経営管理実施権は、
大企業にしか設定さ
れないのか。

いいえ。
経営管理実施権の設定を受ける林業経営者は、森林所有者や林業従事者の所
得向上につながる高い生産性や収益性を有するなど、効率的かつ安定的な林
業経営を行うことを目指す者としており経営規模の大小は問わないこととしてい
ます。
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○ 経営管理意向調査などの事務や境界確認などを森林組合等に委託することも可能。

● 森林組合や第３セクターに意向調査等の委託

○ 隣接市町村や流域の市町村等と地方自治法第252条の２の２の規定に基づく協議会、第284条に基づ
く一部事務組合を設置し、複数の市町村で共同で事業を処理することも可能。

● 隣接市町村との協議会、一部事務組合の設置

○ 経営管理意向調査や集積計画の作成の事務などを、森林組合職員や県職員のＯＢ等から選ばれる
「地域林政アドバイザー」が行う際は、特別交付税措置を活用可能。

● 「地域林政アドバイザー」の活用

活用可能な措置（例）

市町村の体制支援について

46

● 都道府県が、市町村の名による代替執行もできるよう措置



以下のいずれかに該当する技術者の方、又はその技術者が
在籍する法人
・ 森林総合監理士登録者又は林業普及指導員資格試験合
格者
（林業改良指導員及び林業専門技術員を含む）

・ 技術士(森林部門)
・ 林業技士
・ 認定森林施業プランナー
・ 地域に精通する方で、林野庁が実施する研修又はそれに
準ずる研修を受講する者

○ 林務専門職員が不在の中、以前から
町有林の管理等のアドバイスを受けて
いた森林組合に、29年度より制度を活
用して業務を委託。

○ 間伐等の施業現場の調査や経営計
画に対する指導を受けており、これまで
なかなか目の行き届かなかった町有林
の整備のほか、木材利用の推進にも取
り組んでいくこととしている。

○ 長伐期施業と地域材の利用を目指し
て取り組む上で、販売・再造林等につな
がる経営計画を立てるため、森林総合
監理士の資格を持つ県職員ＯＢに地域
林政アドバイザーの業務を委嘱。

○ 市有林の現況調査や伐採計画の策
定、林地台帳の整備等に対する専門的
な立場からの助言や、林業関係者との
繋がりが増えたことで、今後は木材利用
の推進や地域振興に繋がることが期
待。

個人への委嘱の事例 -岩手県花巻市-

法人への委託の事例 –北海道小清水町-

【参考】地域林政アドバイザー制度

○ 制度のスキーム

○ 対象者の条件
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市町村

嘱託職員等
として雇用
又は業務委託

候補となる技術者や
事例等の情報の提供

雇用又は業務
委託・市町村
への派遣

林野庁都道府県

研
修

技術者・
地域精通者

技術者が
在籍する法人

地域の人材

★市町村又は都道府県が地域林政アドバイザーの雇用や委託に
要した経費については、特別交付税措置の対象★市町村が地域林政アドバイザーの雇用や委託に要した経

費については、特別交付税措置の対象（措置率0.7、上限額
350万円）



機密性○情報 ○○限り

○ 村と森林所有者、森林組合が「長期施業管理に関する契約」を締結。
○ 平成２１年度以降これまでの累計で2,639筆、1,457㏊の森林で長期施業管理契約。

○ 町の主導で森林整備を進めるとともに、間伐材を、地元製材工場、合板・集成材等大手製材工場、村内の薪ボイラー燃
料温泉施設へ供給し、利益を山元に還元。

【西粟倉村の概要】
・人口 約１千５百人
・面積 ５，７９７ｈａ
・森林面積 ５，４９７ｈａ

（森林率 ９５％）

◎長期施業管理に関する契約

◎ 契約の概要

・ 森林所有者、村、森林組合の三者で締結し、村が森林を預か

り、施業は森林組合が行う。

・ 契約期間は１０年間で、更新を行う。

・ 村が策定した「森林経営計画」に基づいて、造林、間伐、作業

道の整備等を行う。

・ 所有者は山林内の木の実や山菜などを採ることは出来るが、

立木の伐採、処分には事前に村の承諾が必要。

・ 所有者の費用負担はなし。施業にかかる費用は村が負担。

収益が発生した場合、経費を除いた収益を村１／２、所有者

１／２で分配。

高知県

施業委託者

森林所有者

施業受託者兼再委任者

西粟倉村
施業受託者

森林組合

長期施業管
理委託に関
する契約

森林管理を委託 手入れされた森林
をお返し

森林整備を委託

【参考】市町村が主体となった森林の整備・管理の例 ①（岡山県西粟倉村）

48



西予市林業活性化センター

林業事業体
職員

（出向）

森林組合
職員

（出向）

西予市
職員

西予市林業課

森林所有者情報

① 働きかけ

森 林 所 有 者

② 同意 森林組合

Ａ林業事業体

Ｂ林業事業体

Ｃ林業事業体

③

同
意
の
あ
っ
た

所
有
者
情
報
の
提
供

④

施
業
実
施

○ 西予市林業課に「西予市林業活性化センター」を設置。市の職員に加え、森林組合や林業事業体からの出向を受入。
○ 個人情報の取扱が可能な同センターが、森林所有者への働きかけを実施。林業事業体への個人情報の提供を含めて

同意の得られた森林所有者を登録し、林業事業体へ提供。林業事業体が所有者に間伐の見積もりなどを提示し間伐を
実施。

【西予市の概要】
・人口 ４万２千人
・面積 ５１，４００ｈａ
・森林面積 ３７，３５６ｈａ

（森林率 ７３％）

◎ 市が主体となった所有者への働きかけ

所有者の洗い出し

意向調査票の送付
（座談会の案内状を送付）

山林登録（３つの承諾）
○ 山林の調査の承諾
○ 山林情報を事業体へ提供する承諾
○ 補助事業を活用する承諾

調査・見積もり

承諾・契約

森林経営計画の樹立（協力）

施業補助金の申請・精算・報告

◎ 森林整備の実施に至る流れ センターが行う業務

事業体が行う業務

【参考】 市町村が主体となった森林整備・管理の例 ②（愛媛県西予市）
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● 市町村の支援 等

森林環境税(仮称)と森林環境譲与税(仮称)の創設

○ 森林吸収源対策に係る地方財源を確保するため、平成30年通常国会における森林関係法令の見直しを踏
まえ、平成31年度税制改正において、森林整備等のために必要な費用を国民１人１人が広く等しく負担を分
かち合って森林を支える仕組みとして、森林環境税(仮称)と森林環境譲与税(仮称)を創設。

森林環境税(仮称)と森林環境譲与税(仮称)の制度設計のイメージ

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金 特 別 会 計

平成３６年度から施行 平成３１年度から施行国

都 道 府 県

市 町 村

納税義務者

賦
課
決
定

約6,200万人

国
税

森林環境税(仮称)1,000円/年
（賦課徴収は市町村が行う）

個
人
住
民
税

均
等
割

道府県民税 1,000円/年

市町村民税 3,000円/年

森林環境譲与税(仮称)

私有林人工林面積、林業就業者数、人口により按分

都道府県

インターネットの利用等
により使途を公表

市町村

● 間伐（境界画定）

● 人材育成・担い手確保
● 木材利用促進、普及啓発 等

インターネットの利用等
により使途を公表

公益的機能の発揮

地球温暖化
防止機能

災害防止・
国土保全機能

水源涵養機能

○市町村・都道府県への譲渡割合と譲渡基準

○各年の市町村・都道府県への譲与額

（単位：億円）
H31～33年 H34～36年 H37～40年 H41～44年 H45年以降

総　　額 200 300 400 500 600
市町村分 160 240 340 440 540

都道府県分 40 60 60 60 60

1 市町村分 50% 私有林人工林面積
（※林野率による補正）

20% 林業就業者数
30% 人口

2 都道府県分 市町村と同じ基準

3 市：県の割合 H31～36年 80：20 H41～44年 88：12
H37～40年 85：15 H45年以降 90：10
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